
日高市告示第　号
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱を次のように定める。
令和８年　月　日
日高市長　谷ケ﨑　照　雄　　　　　　

日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　市は、担い手不足により市内公共交通の確保維持に影響が生じている現状を踏まえ、バス事業及びタクシー事業への就業機会と人材の確保を促進するため、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
２　前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和48年規則第14号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者　道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、日高市地域公共交通計画における地域交通ネットワーク「地域間を結ぶ幹線」及び「日高市内の拠点を連絡する準幹線」に位置付けられ、市内幹線バス交通軸及び支線バス交通軸の運行を担う事業者をいう。　　　
(2) 法人タクシー事業者　道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定を除く。）を経営する者で、市内に本社又は営業所を有する事業者をいう。
(3) 第二種運転免許 道路交通法（昭和35年法律第105号）第84条第４項に規定する大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許取得及び普通自動車第二種免許をいう。
(4) 特例教習　道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第34条第５項及び第７項に規定する教習をいう。

（補助対象者）
第３条　補助を受けることができる者は、申請日時点において、乗合バス事業者及び法人タクシー事業者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
　(1) 道路運送法第40条の規定による事業の停止又は許可の取消しを受けていないこと。
　(2) 運転士の第二種運転免許の取得に係る費用の一部又は全部を負担すること。
　(3) 市税の滞納がないこと。

（補助事業）
第４条　補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対象者がその経費を負担して実施する運転士の第二種運転免許の取得とする。

（補助対象経費等）
第５条　補助の対象となる経費は、運転士が第二種運転免許を取得するために要する費用で、次に掲げるものとする。
　(1) 道路交通法第99条第１項に規定する指定自動車教習所に係る入学金、教材費、教習料、技能検定料その他の教習費用（特例教習に係る費用を含む。）
(2) 受験料、免許証交付料その他の試験受験費用（再試験に係る費用を除く。）
２　前項の運転士は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
　(1) 補助対象者である乗合バス事業者又は法人タクシー事業者に雇用され、又は雇用が予定されている者で、市内営業区域の運転業務に従事し、又は従事が予定されているもの
　(2) 第二種運転免許証の交付日時点において年齢が60歳未満の者
３　国、県等からの同種の補助を受けているときは、第１項の経費から当該国、県等からの補助の対象となる経費を控除するものとする。 
４　補助金の交付は、運転士１人につき、１年度当たり１回限りとする。

（補助額）
第６条　前条の経費に対する補助額は、当該所要経費に２分の１を乗じて得た額とし、その限度額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
　(1) 大型自動車第二種運転免許　30万円
　(2) 中型自動車第二種運転免許　25万円
　(3) 普通自動車第二種運転免許　20万円

（申請書の様式等）
第７条　規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとし、その提出期限は、運転士が第二種運転免許の取得を予定している年度の12月末日とする。
２　規則第４条第１項第１号から第４号までに掲げる事項は、記載を要しないものとする。
３　規則第４条第２項第１号から第３号までに掲げる事項を記載した書類の添付は要しないものとし、同項第４号に規定する市長が定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
（1）運転士との雇用契約の内容が確認できるもの（雇用契約書の写し等）
（2）運転士が市内営業区域の運転業務に従事していることを証するもの
（3）運転士の雇用保険被保険者証の写し
(4) 補助対象経費が確認できるもの（見積書の写し等）
（5）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（交付決定通知書の様式）
第８条　規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。

（変更の届出）
第９条　交付決定を受けて補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、交付申請の内容を変更して補助事業を実施しようとするときは、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金変更承認申請書（様式第３号）に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
２　市長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し承認の可否を決定するとともに、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金変更承認（不承認）通知書（様式第４号）により、当該補助事業者に通知するものとする。

（交付申請の取下げ）
第10条　補助金の交付申請をした者は、その申請を取り下げるときは、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付申請取下届（様式第５号）により、速やかに市長に届け出るものとする。

（報告書及び請求書の様式等）
第11条　この要綱による補助金の交付手続等は、規則第15条の規定を適用するものとし、規則第12条の報告書及び規則第15条第２項の請求書の様式は、様式第６号のとおりとする。
２　前項の規定による報告書（兼請求書）の提出期限は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日とする。
３　第１項の規定による報告書（兼請求書）には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 運転士が取得した第二種運転免許証の写し
(2) 補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書等の写し
(3) 事業者が経費を負担したことが確認できる書類の写し
(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金精算額の変更）
第12条　市長は、規則第14条第１項の規定による審査の結果、前条第１項の規定による報告書（兼請求書）に記載された補助金精算額を変更した上で補助額を確定したときは、その旨を日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付額確定通知書（様式第７号）により、補助事業者に通知するものとする。
２　前項の規定による補助金交付額確定の通知を受けた補助事業者については、前条第１項の規定による報告書（兼請求書）は規則第15条第３項の規定により請求書としての効力を有しないものとし、前項の規定により通知された補助金交付確定額を記載した日高市公共交通担い手確保支援事業補助金請求書（様式第８号）により、改めて市長に補助金の請求をするものとする。

（書類の整備等）
第13条　補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
２　前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。

（雑則）
第14条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附　則
１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
２　市長は、経済社会情勢の変化、財源の変動その他この要綱による事業（以下単に「事業」という。）の継続性に影響を与える事象が生じたときは、事業の実施状況を勘案しつつ、その内容について検討を加え、その結果に基づき、事業の廃止を含めて見直しを行うものとする。
様式第１号（第７条関係）
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付申請書
年　　月　　日

（あて先）日高市長


事業者名　
代表者氏名　
所在地　
電話番号　


日高市公共交通担い手確保支援事業補助金の交付を受けたいので、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。
記
１　補助金交付申請額　　　　金　　　　　　　　円

２　添付書類
（1）運転士との雇用契約の内容が確認できるもの（雇用契約書の写し等）
（2）運転士が市内営業区域の運転業務に従事していることを証するもの
（3）運転士の雇用保険被保険者証の写し
(4) 補助対象経費が確認できるもの（見積書の写し等）
 (5) その他市長が必要と認める書類


様式第２号（第８条関係）
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付（不交付）決定通知書
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様


日高市長　　　　　　　　　印


　　　　年　　月　　日付けで申請のあった日高市公共交通担い手確保支援事業補助金の交付申請については、下記のとおり決定したので、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。
記
１　交付決定
(1) 補助金交付額　　　　金　　　　　　　　円
(2) 支払方法　　　　精算払
(3) 交付の条件
ア　申請時における申告内容を変更して補助事業を実施しようとする場合は、市長の承認を受けること。（市長が認める軽微な変更を除く。）
イ　補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
ウ　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
エ　補助事業完了後は、速やかに実績報告書を提出すること。
オ　その他の条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　不交付決定
（理由）


様式第３号（第９条関係）
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金変更承認申請書
年　　月　　日

（あて先）日高市長


事業者名　
代表者氏名　
所在地　
電話番号


　　　　年　　月　　日付け　　　第　　号で交付決定のあった日高市公共交通担い手確保支援事業補助金について、下記のとおり申請内容を変更したいので、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
１　変更内容

２　変更理由

３　添付書類



様式第４号（第９条関係）
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金変更承認（不承認）通知書
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様


日高市長　　　　　　　　　印


　　　　年　　月　　日付けで申請のあった日高市公共交通担い手確保支援事業補助金に関する申請内容の変更については、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により、下記のとおり決定したので通知します。
記
１　変更承認決定
(1) 変更後の補助金交付決定額　　　　金　　　　　　　　円
(2) 変更内容

２　変更不承認決定
（理由）


様式第５号（第10条関係）
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付申請取下届
年　　月　　日

（あて先）日高市長


事業者名　
代表者氏名　
所在地　
電話番号　



　　　　年　　月　　日付けで申請した日高市公共交通担い手確保支援事業補助金の交付申請を取り下げたいので、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第10条の規定により、届け出ます。


様式第６号（第11条関係）
[bookmark: _GoBack]日高市公共交通担い手確保支援事業補助金実績報告書（兼請求書）
年　　月　　日

（あて先）日高市長


事業者名　
代表者氏名　
所在地　
電話番号　



　　　　年　　月　　日付け　　　第　　号で補助金の交付決定を受けた補助事業が完了したので、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり関係書類を添付の上、実績報告と請求を兼ねて提出します。
記
１　補助金精算額　　　　金　　　　　　　　円

２　補助事業の実施期間
　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

３　振込先
	金融機関名
	　　　　　　　　　　　銀行
　　　　　　　　　　　金庫　　　　　　　　　　支店
　　　　　　　　　　　農協

	預貯金種別
	□ 普通　□ 当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	



４　添付書類
(1) 運転士が取得した第二種運転免許証の写し
(2) 補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書等の写し
(3) 事業者が経費を負担したことが確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類


様式第７号（第12条関係）
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付額確定通知書
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　様


日高市長　　　　　　　　　印


　　　　年　　月　　日付けで申請のあった日高市公共交通担い手確保支援事業補助金の交付申請については、審査の結果、下記のとおり補助金精算額を変更して交付額を確定したので、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第12条第１項の規定により通知します。
記
補助金精算額（変更前）　　　　　　　　円
補助金交付確定額　　　　　　　　　　　円



※　本通知を受け取った場合は、上記の補助金交付確定額を記載した請求書（様式第８号）を改めて提出する必要があります。

様式第８号（第12条関係）
日高市公共交通担い手確保支援事業補助金請求書
年　　月　　日

（あて先）日高市長


事業者名　
代表者氏名　
所在地　
電話番号　



　　　　年　　月　　日付け　　　第　　号で補助金交付額確定通知を受けた日高市公共交通担い手確保支援事業補助金について、日高市公共交通担い手確保支援事業補助金交付要綱第12条第２項の規定により、下記のとおり請求します。
記
１　請求金額　　　　金　　　　　　　　円

２　振込先
	金融機関名
	　　　　　　　　　　　銀行
　　　　　　　　　　　金庫　　　　　　　　　　支店
　　　　　　　　　　　農協

	預貯金種別
	□ 普通　□ 当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	





